
西日本高速道路株式会社九州支社入札監視委員会審議概要 

開催日及び場所 令和８年２月２日（月） 九州支社 ２階会議室 

出席委員 

（五十音順・敬称略） 

笠間 清伸（九州大学）、田坂 幸 （弁 護 士） 

鍋嶋 隆志（弁 護 士）、藤林 大地（西南学院大学） 

前越 俊之（福岡大学）、吉武 哲信（九州工業大学） 

審議対象期間 令和７年４月１日～令和７年９月３０日 

抽出案件／対象件数 5 件/84 件 件 名 等 

工 

  

事 

一般競争入札 0 件/0 件 
― 

条件付一般競争

入札 

2 件/19 件 
・長崎自動車道 佐賀大和ＩＣ資機材倉庫新築工事 

・令和７年度 沖縄自動車道 金武ＩＣ～石川ＩＣ間 

横断管補修工事 

指名競争入札 0 件/0 件 
― 

随意契約 1 件/1 件 
・東九州自動車道 福良

ふ く ら

工事（その２） 

調査等 1 件/25 件 
・佐世保道路 干尽

ひづくし

地区日照阻害調査算定業務 

維持管理役務及び 

物品・役務 
1 件/39 件 ・令和７年度 九州支社管内 交通管理用道路巡回車 

購入 

 

委員からの意見・質問、それに対する回答等 

意見・質問 回答 

◆入札監視事務局からの報告 

令和７年度上半期 工事入札契約状況報告 

 

① 入札の平均参加者数が前年度の 5.8 者から今

年度上半期では 5.4 者へ減少しているが、どう

いった理由であるか分析されているのか。 

 

 

 

 

 

 

 

① 分析は行っておりませんので、明確な理由は持

ち合わせておりませんが、減少理由の一例とし

て、土木工事の中ではトンネル工事が比較的応募

者が多い傾向ですが、対象期間内でトンネル工事

の件数が少なかったことが影響している可能性

があります。 

 

◆入札・契約手続きの運用状況等の報告 

 

― 

 

 

 

― 

 



◆抽出案件①の審議 

【長崎自動車道 佐賀大和ＩＣ資機材倉庫新築

工事】 

 

① 技術審査会資料において記載のある「余裕期

間」とはなにか。また、設定有無によりどのよ

うなメリットが生じるのか。 

 

 

 

② 3 者応札されたが、契約制限価格を下回った

者は 1 者のみである。入札前価格見積方式を採

用されているにも関わらず 2 者が契約制限価格

を超過している要因は何か。 

 

 

 

 

① 余裕期間は最大で6ヵ月間の期間を設定できる

こととなっており、工事受注者はこの期間内であ

ればいつでも工事着手可能となるもので、この期

間内で必要な人材確保等が行えるといったメリ

ットが考えられます。 

 

② 入札前価格見積の採用単価は、提出された 3者

の平均値を採用しておりますが、入札前価格見積

の対象外の単価項目もございます。この単価につ

いては、各応札者が協力業者の見積等により個別

に積算しているため価格に差が生じ、その結果、

契約制限価格を下回った者が1者になったものと

考えられます。 

 

◆抽出案件②の審議 

【令和７年度 沖縄自動車道 金武ＩＣ～石川

ＩＣ間横断管補修工事】 

 

① 指名業者 91者、公募業者 4 者中、応札者は

3 者で辞退者が多いが、本件工事の金額規模や

工法等の内容が辞退の要因となっているのか。 

 

 

 

 

① 辞退理由は、全ての者からヒアリングは出来て

おりませんが、50 数者は技術者を確保できない、

という理由でした。工法自体は一般的な工法であ

り、金額規模も、それ自体を辞退理由とした者は

いなかったため、技術者不足というのが主な要因

であると考えております。 

 

◆抽出案件③の審議 

【東九州自動車道 福良工事（その２）】 

 

① その 2 工事として本体工事と分けた理由は契

約変更の累計額が要領に定める率を超過する見

込みとなったためとの説明であったが、増額の

要因自体は本体工事の受注者側にあるのか。 

 

 

② 見積回数 5 回で決定しているが、見積回数と

して多く見える。どのような要因であるか確認

しているか。また、積算はどのように行ってい

るのか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 施工箇所において、異常降雨に伴うのり面の小

崩落等が発生したため、工事の一時中止を行い、

施工ステップの検討等を行ったことが主な要因

であり、自然災害に起因するものであるため、受

注者側に責はありません。 

 

② 積算については、当社要領に基づいて公表され

た公共労務単価等を用いて積算しております。5

回見積を行った明確な理由は分かりませんが、受

注者側もなるべく高い金額で受注したいという

ことで、ギリギリの金額を狙った結果ではないか

と思われます。 

 



◆抽出案件④の審議 

【佐世保道路 干尽地区日照阻害調査算定業務】 

 
① 当該業務は調査等業務ということだが、工事

のように「本支店、営業所」等の地理的条件の設

定はないのか。 

 

 

 

 

① 本業務においては地理的条件を設定しておら

ず、求める同種実績があれば全国どこの会社でも

応募可能としております。 

 

◆抽出案件⑤の審議 

【令和７年度 九州支社管内 交通管理用道路

巡回車購入】 

 
① 1 者のみの応募となった理由はあるのか。 

 

 

 

② 購入する巡回車は、車種・メーカーを指定し

ているのか。 

 

 

③ 巡回車には標識等の架装部を搭載すると思う

が、指定の塗装を施した車両本体の納入後に別

で発注して改造するのか。 

 

 

 

 

 

① 今回の発注において当社が求める仕様を満た

す車両を取扱うメーカーは他にも存在しますが、

結果的に 1 者になったものと推察しております。 

 

② 巡回車の車種・メーカーは指定しておらず、求

める性能を満たす車両であれば、どこのメーカー

でもよいこととしております。 

 

③ 標識装置等の架装部を含めての納入としてお

りますが、無線設備のみ車両納入後に当社で取り

付けております。 

 

委員会による意見の具申又は勧告の内容
 

特になし 

 

 


